魚津市地域公共交通計画策定業務委託仕様書

第１条　適用範囲
本仕様書は、魚津市地域公共交通計画策定事業業務委託に適用する。

第２条　業務概要
本市では、「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」（令和２年６月３日公布）の枠組みを活用し、令和４年３月に「魚津市地域公共交通計画」を策定した。本計画の計画期間が令和８年度までとなる。本業務は、継続して今後の魚津市の地域公共交通網の形成と活性化を計画的に遂行し、持続可能な地域公共交通網の構築のため、「魚津市地域公共交通計画」を策定するものである。

第３条　計画期間及び業務の範囲
　　魚津市地域公共交通計画の計画期間は、令和９年度から令和13年度までの５年を予定している。
業務の範囲は、魚津市全域及び周辺地域とする。

第４条　地域内の公共交通に関する現況調査
（１）魚津市の現状整理
既存資料等により、地域特性のデータを収集して整理する。
1 地区別の人口、人口密度、生活関連施設、観光施設等の分布状況
2 地区別の移動実態、アクセス性、バス停圏別の交通弱者の状況
3 まちづくりの現状と取組み内容　等
（２）上位・関連計画等と本計画の位置づけ整理
総合計画、人口ビジョン・総合戦略等の上位・関連計画における公共交通の位置づけ、関連性等を整理する。
（３）地域公共交通の現状分析
路線別の運行状況、利用状況、これまでの取組み状況を整理し、それらをもとに、路線別の評価を行う。

第５条　市民・関係者意向等の把握
（１）市民ワークショップ
市民の日常生活における公共交通の利用状況や問題点等を把握するため、住民を対象としたワークショップを開催し意見を伺う。（12回程度予定）
（２）関係者ヒアリング
バス事業者やタクシー事業者の運行事業者、庁内関係者等の地域公共交通の運行に関わる関係者を対象にヒアリング調査を行い、地域公共交通の現状と課題、利用者・市民の声、今後のまちづくり等について把握する。

第６条　魚津市地域公共交通計画（案）のとりまとめ
（１）地域公共交通を取り巻く課題の整理
第４条、及び第５条の結果を踏まえて、運営面、サービス面、運行システム面、まちづくりとの連携等の公共交通を取り巻く課題を整理する。
（２）目指す将来像、基本方針、基本目標等の設定
地域公共交通のあり方、公共交通サービス提供の方針、公共交通とまちづくりとの連携方針、公共交通の運営・運行体制の方針等を定める。
（３）目標を達成するために行う事業及びその実施主体等の検討
目標を達成する上で必要となる地域公共交通再編事業の事業内容、実施主体、事業スケジュール等を定める。また、達成状況の評価を行うための進行管理方法や管理体制等を定める。
[bookmark: _Hlk65071122]（４）魚津市地域公共交通計画（案）のとりまとめ
（１）～（３）を踏まえて、計画（原案）を作成する。
また、作成した計画（原案）については、パブリックコメントを実施して市民から意見を募り、パブリックコメントの意見を踏まえて魚津市地域公共交通計画（案）を作成する。
なお、パブリックコメントについては、市のＨＰ、広報等により魚津市で実施するものとする。

第７条　留意事項
　　第４条、第５条、及び第６条における作業を行う際は、特に以下の点に留意すること。
（１）利用者のニーズ調査においては、日常生活におけるニーズを把握、整理すること。
（２）住民の地区、年齢によってニーズが異なる（例：旧市街地と郊外地域、主な利用者である高齢者と通学者）。属性の違いに着目した調査等を行うこと。
（３）本市では令和７年度から一部の市民バスの運行時間をオンデマンド型交通へ切り替えを行っている。乗降実態からニーズ調査を行い、オンデマンド型交通の運行エリア拡大や市民バスの改編を含めた交通体系を提案すること。
（４）魚津市は「魚津市立地適正化計画」において、目指す都市像を示している。その都市構造と一体性のある交通網を築くための課題を洗い出し、課題解決を盛り込んだ提案とすること。
（５）「魚津市観光振興計画」において、市民バスや予約式乗合タクシーなどの地域交通で、観光客受け入れ基盤の充実や観光地への回遊性の向上を進めている。魚津市観光振興計画とも整合性のとれた提案とすること。
[bookmark: _GoBack]（６）本業務は、国土交通省作成の「アップデートガイダンスVer1.0」に基づき実施するもの。

第８条　地域公共交通会議の運営支援
魚津市地域公共交通計画の内容等を協議するための協議会を開催する。地域公共交通会議（3回程度開催）の資料作成、議事録作成などの運営支援を行う。

第９条　打合せ協議
業務を円滑かつ効果的に遂行するため、打合せ協議を行う。

第10条　成果品
地域公共交通計画策定における主な納入成果品は次のとおりとする。
[bookmark: _Hlk65071173]（１）魚津市地域公共交通計画及び概要版　  35部
（２）報告書（Ａ４版、ファイル綴じ）　　  １部
（３）成果品に関する電子記録媒体（ＣＤ－Ｒ等、概要版（パワーポイント版）も格納すること）　 １部
（４）その他、業務項目において作成した根拠資料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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